
1 件　  名 食器洗浄機（電気式）購入

2 納入期限 令和8年2月27日

3 納入場所 能美市立病院

規　格 数量

NS-TES-19-4691 1

SUS430 1

TKS05313J 2

SUS430 1

UPster K-S160 60Hz 1

 1

SUS430 1

SUS430 3

1

1

1

仕　様　書

品　　　名

ソリッドエレファントシェルフ 907*460*1930

浸漬槽 2490*600*850

シングル混合水栓

ソイルドテーブル 1000*750*850

シングルタンクラックコンベア洗浄機 1300*835*1900

ヒートリカバリーシステム（銅パイプ）

クリーンテーブル　1550*750*850

移動台　700*550*800

運搬費

搬入据付費

試運転調整費（水、お湯、蒸気配管の設備工事含む）

・事前に厨房内を下見・確認しておくこと。下見の際は病院総務課職員に許可を取ること。

・物品の納入は、業務に支障をきたさないよう栄養科使用責任者及び総務課職員と協議の
上、その指示によること。（日中は調理等作業しているため、夜間に入替作業を行うこ
と。20時30分からの作業予定とし翌朝4時30分までに搬入終了すること。）

・搬入後通路などの掃き清掃を行うこと。

・機器を運用する者等に対し、機能説明、操作に習熟するための訓練、障害発生時の対応
等を教育すること。

・機器の納入後1年間は、通常の使用により故障が発生した場合は無償で修理対応するこ
と。

・アフターサービス体制を確立しており、24時間365日修理の電話対応ができること。

・同等品は可とする。参考品以外の製品での入札を希望する場合は、物品承認申請書に同
等品であることを証するカタログ等を付けて、令和7年7月15日（火）までに管財課へ提出
すること。

・熱回収装置付きの食器洗浄機であること。

・撤去する機器（がある場合）は、受注者負担において廃棄処分すること。

4 構成内容

5 その他事項


